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関自監旅第216号の3

平成27年10月1日
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タクシー業務適正化特別措置法第18条の2の規定に基づく講習の

受講命令の発動基準について

別添のとおり定めたので、了知するとともに、傘下会員に対し周知願い標記について、

ます。

ｸﾝー 協会関東簿
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タクシー業務適正化特別措置法第18条の2の規定に基づく講習の

受講命令の発動基準につい て

記

タクシー業務適正化特別措置法（昭和45年法律第フ5号）第18条の2の規定に基づ

き、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図

る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習を受
けさせる旨の命令（以下「講習の受講命令」という。）を行う際の基準を次のように定め

る。

1．講習の受講命令の発動基準

（1）タクシ－業務適正化特別措置法第18条の2の「その雇用する登録運転

者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるもの」と

は、雇用する登録運転者の「登録運転者等に対する登録取消し等の基準に

ついて」（平成27年10月1日付け関自監旅第215号）により付され

た違反点数の累計がフ点以上となった場合（本基準による受講命令の発動

に係る登録運転者が、受講命令の発動を受けた日から3年以内に違反点数

の累計がフ点以上となった場合を除く。）をいう。

（2）講習の受講命令は、（1）に該当した場合に行うものとする。

2．講習の受講命令及び講習の実施方法

（1）講習の受講命令は、1．（1）に該当する登録運転者を雇用するタクシ

ー事業者を運輸局等に呼び出し、受けさせるべき講習及び当該講習の実施

機関を示して行うものとする。

（2）講習の受講期限は、命令の日から3月（各地方運輸局長は、必要に応じ、

これより短い又は長い期間を定めることができる。）以内とする。

(3)1.(1)に該当する登録運転者を雇用するタクシー事業者に、2.

（2）の期間内に講習の受講命令の実施状況（運転者の退職等により講習

を受講させることが出来ない場合を含む。）を報告させることとし、当該

報告が行われない場合には、命令違反として取り扱うものとする。

附貝I

1．本基準は、平成2フ年10月1日以降に、上記の要件に該当することとなったもの

から適用する。

2．平成20年6月13日付け「タクシー業務適正化特別措置法第18条の2の規定に
基づく講習の受講命令の発動基準について」は平成2フ年9月3O日をもって廃止す
る。

3.平成2フ年9月30日以前に行った命令、その他の行為については、本通達に基づ
き行った行為とみなす。


